
◆
応
募
資
格

　

採
用
予
定
月
の
翌
月
の
末
日
現

在
、
18
歳
以
上
で
33
歳
未
満
の
人

◆
受
付
期
限

▼
第
５
回　

１
月
10
日
（
金
曜
）

▼
第
６
回　

２
月
５
日
（
水
曜
）

▼
第
７
回　

２
月
25
日
（
火
曜
）

◆
試
験
日

▼
筆
記
試
験
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）

・
第
５
回　

１
月
18
日
（
土
曜
）

　

～
21
日
（
火
曜
）

・
第
６
回　

２
月
８
日
（
土
曜
）

　

～
11
日
（
火
曜
）

・
第
７
回　

３
月
１
日
（
土
曜
）

　

～
４
日
（
火
曜
）

▼
口
述
試
験
・
身
体
検
査
等 

・
第
５
回　

１
月
26
日
（
日
曜
）

・
第
６
回　

２
月
15
日
（
土
曜
）

・
第
７
回　

３
月
９
日
（
日
曜
）

※
全
て
新
田
原
基
地
で
実
施

◆
そ
の
他

　

試
験
は
年
間
を
通
じ
て
実
施
し

て
い
ま
す
。

◆
応
募
資
格

　

中
学
校
を
卒
業
し
た
（
見
込
み

含
む
）
17
歳
未
満
の
男
子

◆
受
付
期
限　

１
月
16
日（
木
曜
）

◆
試
験
日

▼
一
次　

１
月
25
日
（
土
曜
）、

26
日
（
日
曜
）
の
い
ず
れ
か
１
日

▼
二
次　

２
月
13
日
（
木
曜
）
～

16
日
（
日
曜
）
の
い
ず
れ
か
１
日

◆
場
所　

受
付
時
に
通
知

●
申
・
問
・
自
衛
隊
宮
崎
地
方

　

協
力
本
部
小
林
地
域
事
務
所

　
（
小
林
法
務
合
同
庁
舎
２
階
）

　

℡
22
‐
５
２
５
４

◆
主
な
業
務

　

農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
、

耕
作
放
棄
地
の
防
止
・
解
消
な
ど

の
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
に
関

す
る
業
務
、
そ
の
他
農
業
委
員
会

の
権
限
に
属
す
る
業
務

◆
定
数　

19
人

◆
任
期
（
３
年
間
）

　

令
和
７
年
４
月
１
日

　
　

～
令
和
10
年
３
月
31
日

◆
報
酬　

月
額
４
万
３
５
０
０
円

◆
被
推
薦
者
・
応
募
者
の
資
格

　

次
の
全
て
を
満
た
す
人

▼
市
内
に
住
所
が
あ
る

▼
市
の
職
員
で
な
い

▼
市
が
設
置
す
る
他
の
付
属
機
関

の
委
員
で
な
い

▼
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定

す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い

▼
過
去
、
現
在
に
お
い
て
農
業
委

員
会
の
活
動
や
市
政
の
推
進
を
妨

害
し
た
こ
と
が
な
い

▼
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推

進
に
熱
意
と
見
識
が
あ
る

◆
推
薦
・
応
募
方
法

　

申
込
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
窓
口
に
提
出

※
申
込
書
類
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か

　

窓
口
で
入
手
で
き
ま
す

◆
募
集
期
間　

１
月
６
日（
月
曜
）

　

～
２
月
７
日
（
金
曜
）

◆
そ
の
他

・
委
員
は
選
考
委
員
会
で
選
考
し
、

農
業
委
員
会
の
総
会
の
決
議
を
得

て
、委
員
会
会
長
が
委
嘱
し
ま
す
。

・
委
員
は
地
方
自
治
法
で
定
め
る

非
常
勤
特
別
職
職
員
で
す
。

・
推
薦
者
と
被
推
薦
者
、
応
募
者

の
氏
名
、
年
齢
な
ど
の
情
報
は
募

集
期
間
中
と
募
集
終
了
後
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
開
し
ま
す
。

●
申
・
問
・
農
業
委
員
会
事
務
局

　

℡
23
‐
０
４
０
５

・
須
木
農
地
調
整
グ
ル
ー
プ

　

℡
48
‐
３
１
１
１

・
野
尻
農
地
調
整
グ
ル
ー
プ

　

℡
44
‐
１
１
０
０

　

小
林
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
と
小

林
東
方
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
学

校
給
食
用
食
材
納
入
業
者
を
募
集

し
ま
す
。

◆
応
募
資
格

　

原
則
、
市
内
に
本
店
、
支
社
、

支
店
、
営
業
所
を
有
す
る
事
業
者

◆
申
込
方
法

　

食
材
納
入
を
希
望
す
る
各
セ
ン

タ
ー
に
申
請
書
を
郵
送
す
る
か
窓

口
で
提
出

◆
申
込
締
切

　

２
月
14
日
（
金
曜
）

※
郵
送
は
当
日
消
印
有
効

◆
申
請
書
配
布
場
所

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
各
給
食
セ

ン
タ
ー
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す
。

●
問

・
小
林
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー　
　

℡
25
‐
１
２
８
７

・
小
林
東
方
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

℡
22
‐
２
４
４
７

【
手
づ
く
り
ピ
ザ
講
座
】

◆
日
時　

２
月
６
日
（
木
曜
）

　

９
時
30
分
～
12
時

◆
内
容

　

手
軽
に
で
き
る
ピ
ザ
つ
く
り

◆
参
加
費　

無
料（
材
料
費
別
途
）

◆
定
員　

16
人

◆
申
込
締
切　

１
月
23
日（
木
曜
）

【
陶
器
（
絵
つ
け
）
講
座
】

◆
日
時　

２
月
13
日　
（
木
曜
）

　

10
時
～
11
時
30
分

◆
内
容

　

好
き
な
器
を
自
分
好
み
の
転
写

シ
ー
ル
で
飾
り
ま
し
ょ
う　

◆
参
加
費　

無
料（
材
料
費
別
途
）

◆
定
員　

12
人

◆
申
込
締
切　

１
月
30
日（
木
曜
）

◆
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
人

◆
申
込
方
法　

窓
口
か
電
話

◆
そ
の
他

▼
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

▼
締
切
後
も
定
員
に
空
き
が
あ
る

場
合
は
受
け
付
け
ま
す

●
申 

・ 

問
・
中
央
公
民
館

　

℡
22
‐
３
４
８
２
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１ KOBAYASHI2024.12.15

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
募
集

令
和
７
年
度
学
校
給
食

用
食
材
納
入
業
者
募
集

自
衛
官
等
募
集

中
央
公
民
館

生
涯
学
習
講
座

自
衛
官
候
補
生

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

▼詳細はコチラ

【
共
通
事
項
】



　

地
域
の
子
ど
も
や
高
齢
者
、
認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
な
ど
、
誰

で
も
気
軽
に
参
加
可
能
で
、
お
茶

や
会
話
、
歌
や
ゲ
ー
ム
な
ど
を
楽

し
み
、
交
流
を
深
め
る
場
で
す
。

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

・
の
じ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
44
‐
２
２
７
１

・
社
会
福
祉
協
議
会
須
木
支
所

　

℡
48
‐
２
０
７
３

・
小
林
市
西
部
地
域

　

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
27
‐
２
５
５
２

　

介
護
を
し
て
い
る
人
と
介
護
経

験
や
悩
み
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま

せ
ん
か
。
予
約
不
要
、
参
加
費
無

料
で
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

◆
日
時　

１
月
11
日
（
土
曜
）

　

10
時
～
11
時
30
分

◆
場
所

  

小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

◆
内
容

　

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
で
あ
る
、

内
村
病
院 

戸と
だ
か髙
一か

ず
な
り成
先
生
と
の

相
談
・
質
疑
応
答
（
介
護
に
関
す

る
助
言
な
ど
）

※
個
別
相
談
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん

●
問

・
小
林
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
０
７
０
７

・
の
じ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
44
‐
２
２
７
１

・
小
林
市
西
部
地
域

　

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
27
‐
２
５
５
２

　

日
常
生
活
で
の
困
り
ご
と
を
誰

に
も
相
談
で
き
ず
に
悩
ん
で
い
る

人
の
た
め
に
無
料
相
談
会
を
実
施

し
ま
す
。
ま
た
、
親
族
後
見
人
等

を
対
象
に
家
庭
裁
判
所
へ
の
提
出

書
類
な
ど
の
相
談
も
受
け
付
け
ま

す
。
相
談
内
容
な
ど
の
情
報
が
漏

れ
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
日
時　

１
月
10
日
（
金
曜
）

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

◆
場
所

　

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

別
館
１
階
会
議
室

◆
費
用　

無
料

◆
相
談
内
容

▼
身
寄
り
が
な
く
、
財
産
管
理
や

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

▼
障
が
い
の
あ
る
家
族
の
将
来
が

心
配

▼
悪
徳
商
法
や
借
金
で
悩
ん
で
い
る

な
ど

◆
相
談
員

　

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福

祉
士
な
ど

◆
注
意
事
項

　

事
前
予
約
が
必
要
で
す

●
問

・
中
核
機
関
に
し
も
ろ
地
区
権
利

　

擁
護
推
進
セ
ン
タ
ー　

つ
な
ご

　

℡
27
‐
３
３
５
８

２
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家
族
介
護
者
の
集
い

細野小学校まちづくり
協議会内会議室10 時～ 11 時１月 15 日㊌

時　間日　程 場　所

小林

地区

須木

野尻 心愛公民館
（紙屋地区）１月 15 日㊌ 10 時～ 11 時 30 分

須木総合ふるさとセンター
※前日までに要予約

永田館10 時～ 11 時 30 分

10 時～ 11 時 30 分

１月 15 日㊌

１月８日㊌
※今月は第２㊌

13 時 30 分
～ 14 時 30 分１月８日㊌ 社会福祉センター

別館第１会議室

e‐カフェ日程・時間・場所

‐
カ
フ
ェ
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

ｅ

権
利
擁
護
無
料
相
談
会

後
見
人
等
の
つ
ど
い

ひきこもり家族会
ひきこもりでお悩みのご家族が気軽に交流できる
場です。安心してお互いに語り合い、学び合い、
一息つきませんか。

ひとりで抱え込んでいませんか？子育て中の保護
者がひと息つける場所です。子育ての楽しさや悩
みなど、情報の交換をしてみませんか。

◆日時　１月 19日㊐　13 時 30 分～ 15 時 30 分
◆場所　社会福祉センター別館第２会議室
◆内容　情報交換、懇談会
◆対象　子育て中の保護者など

不登校親の会「とまりぎ」

居場所「まる灯」
不登校やひきこもりなど、生きづらさを抱えて立
ち止まっている人、家族以外とのつながりが少な
い方などのための、家以外の安心安全な居場所「ま
る灯」です。ゆるやかにつながり、一緒に新しい
人生を始めて行きませんか。
まずは来られる時間に気軽にご参加ください。

◆日時　１月 19日㊐　13 時 30 分～ 16 時
◆場所　社会福祉センター別館 2階和室
◆対象　不登校・ひきこもりや社会の中で生きづ
　　　　らさを感じている人

●申・問＝社会福祉協議会　℡ 23‐3466

◆日時　１月 19日㊐　13 時 30 分～ 15 時 30 分
◆場所　社会福祉センター別館第１会議室
◆内容　社会保険労務士の講話「ひきこもりご本
　　　　人と家族に役立つ豆知識」、懇談
◆対象　家族、経験者、支援者など

Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎ

年末年始の休庁・休診情報

◆市役所（各庁舎・出張所）
　12月 28 日（土曜）
　～１月５日（日曜）
　℡ 23-1111

◆市立病院（急患を除く）
　12月 28 日（土曜）
　～１月５日（日曜）
　℡ 23-4711



　

地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
を
所
有
す
る

事
業
者
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ

ず
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

◆
地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
と
は

①
土
地
・
家
屋
を
除
く
事
業
用
の

資
産
（
機
械
類
や
建
築
物
、
備
品

な
ど
）

②
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の

規
定
に
よ
り
減
価
償
却
額
（
費
）

と
し
て
申
告
す
る
資
産
の
う
ち
、

次
に
あ
げ
る
以
外
の
も
の

・
取
得
価
格
が
少
額
な
資
産（
例
：

取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
ま
た
は

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
も
の
）

・
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
資
産

◆
申
告
対
象
者

　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
事
業
用
資
産
を
所
有
す
る
人

※
工
場
や
商
店
な
ど
の
経
営
だ
け

　

で
な
く
、
農
業
経
営
、
ア
パ
ー

　

ト
経
営
、
太
陽
光
発
電
に
よ
る

　

売
電
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
の
で

　

注
意
し
て
く
だ
さ
い

◆
申
告
方
法

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
で
申
告
す
る

か
、
税
務
課
、
須
木
庁
舎
住
民
生

活
課
、
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課
の

窓
口
、
郵
送
で
申
告
書
を
提
出

◆
申
告
締
切

　

１
月
31
日
（
金
曜
）
必
着

●
問
・
税
務
課

　

〒
８
８
６
‐
８
５
０
１

　

小
林
市
細
野
３
０
０
番
地

　

℡
23
‐
０
１
１
５

　

売
電
す
る
こ
と
を
目
的
に
家
屋

の
屋
根
や
土
地
に
設
置
し
た
太
陽

光
パ
ネ
ル
な
ど
の
設
備
は
、
固
定

資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
課
税
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
、
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

※
法
人
・
個
人
は
問
い
ま
せ
ん

※
詳
細
は
下
記
の
表
の
通
り

◆
申
告
方
法

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
で
申
告
す
る

か
、
税
務
課
、
須
木
庁
舎
住
民
生

活
課
、
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課
の

窓
口
、
郵
送
で
申
告
書
を
提
出

◆
申
告
締
切

　

１
月
31
日
（
金
曜
）
必
着

●
問
・
税
務
課

　

℡
23
‐
０
１
１
５

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在

固
定
資
産
税
償
却
資
産

の
申
告
に
つ
い
て

太
陽
光
発
電
設
備
な
ど

の
課
税
に
つ
い
て

◆表１ 設置者および発電規模別課税区分

◆表２ 発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光発電設備

家屋に一体の建材（屋根
材など）として設置

太陽光パネルの
設置方法

家屋

パネル 架台 接続
ユニット

表示
ユニット

パワーコン
ディショナー

架台に乗せて屋根に設置

家屋以外の場所（地上や
家屋の要件を満たしてい
ない構築物など）に設置

－ 償却 償却 償却 償却 償却

償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却

償却 償却 償却 償却 償却 償却 償却

電力
量計等

蓄電池

家屋：家屋としての評価対象となるため、償却資産の申告は不要です。
償却：償却資産に該当します。償却資産の申告が必要です。
※設置方法によっては必ずしも上記の表のとおりでない場合があります。

10 ㌔㍗以上の
太陽光発電設備

個人（住宅用）

設置者 10 ㌔㍗未満の
太陽光発電設備

課税対象 事業用資産にならないため課税対象外

事業の用に供している資産は、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わ
らず、償却資産として課税対象

事業の用に供している資産のため、個人（事業用）と同じ取り扱い

個人（事業用）

法人
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４

水道管の

－ 4 ℃以下
・最低気温が ・日陰や風当りが強いところの水道の確認

・屋外にある露出した水道管や蛇口の保護

・水道メーターボックス内の保護水道水が使えない！
寒い日が続き凍結・破裂する家庭が増えると、
すぐには工事業者が来られないことも…

氷点下でなくても凍結することがあります。気象情報に注意！

①ホームセンターなどで
扱っている保温材などで
覆いましょう。
②乾いた布類をひもで固
定し、ビニール袋で覆う
方法もあります。

ボックス内の空間に冷気が入り込まないように、発泡スチロー
ルやタオルなどをビニール袋に詰め、空間を埋めましょう。

のとき

凍結 破裂・
を防ぎましょう！

凍ると大変です！

・留守にして数日間水道を
  使用しないとき

水道管が凍りやすくなるのは… 凍結する前に早めの対策を！

家庭の水道管は利用者の財産です。解氷作業
や修繕工事は利用者の費用負担となります。

修理にお金がかかります！

① ②

●問＝上下水道課　℡ 23‐0321

年末年始のごみ収集と清掃工場・最終処分場への搬入
宮崎県障がい者スポーツ大会の出場者を募集します
第 24回

分別表・ごみ分別「虎の巻」に基づいて分別し、地区ご
とに決められた収集曜日・集積所、または清掃工場・最
終処分場に搬入してください。なお、集積所へは前日、
時間外の持ち込みはしないようお願いします。

■種目
【身体障がい】陸上競技、水泳、
卓球、アーチェリー、フライン
グディスク、ボッチャ

【知的障がい】陸上競技、水泳、
卓球、フライングディスク、ボ
ウリング

【精神障がい】卓球、バレーボー
ル、ミニバレーボール、グラウ
ンドゴルフ
■申込方法　窓口か電話
■申込締切
　１月 24 日（金曜）
●申・問＝福祉課　℡ 23-0111

■開催日時　５月 11 日（日曜）
■場所　ひなた宮崎県総合運動公園ほか

※ 12 月 22 日（日曜）須木地区
　 12 月 27 日（金曜）北堤区のリサイクルは実施

●問＝生活環境課　℡ 23-8122　　　　清掃工場　℡ 24-0959

月 日 曜 ごみ収集 清掃工場・最終処分場

12

１
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２
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